様式第2号（第5条関係）

年　　月　　日


農業次世代人材投資資金（経営開始型）交付決定通知書

[bookmark: _GoBack]
　　　　　　　　　様


興部町長　　　　　　　　　印　


　年　　月　　日付で交付申請のあったこのことについて、１のとおり決定しましたので通知します。ただし、２の事項を遵守しなければなりません。


記


１　交付決定の内容
	交付対象期間
	年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日　

	今回決定する交付の
対象期間
	年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日　

	交付金額
	円　



２　遵守事項
（1） 農業経営の休止、又は中止しようとするときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければなりません。
（2） 交付期間内、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を町長に提出しなければなりません。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を町長に提出しなければなりません。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届を町長に提出しなければなりません。
（3） 交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を町長に提出しなければなりません。
（4） 次のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止します。
　　ア　交付要件を満たさなくなったとき。
　　イ　農業経営を中止したとき。
　　ウ　農業経営を休止したとき。
　　エ　（２）、（３）の報告を行わなかったとき。
　　　オ　（２）の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
　　カ　国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しないとき。
　　キ　中間評価によりＣ評価相当と判断されたとき。
　　　ク　農業経営開始後の所得が、前年の総所得（資金は除く。）で350万円以上であっ　　たとき。
（5） 次のいずれかに該当するときは、資金の返還を命じます。
　　　ア　（４）のアからカに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分（当該要件に該当した月も含む。）の資金を月単位で返還しなければなりません。ただし、アに該当する場合、病気や災害等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りではありません。
　　　イ　虚偽の申請等を行った場合は、全額を返還しなければなりません。
　　　ウ　農地の所有権又は利用権が親族から貸借した農地が主であり、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転が行われなかった場合は資金の全額を返還しなければなりません。
　　　エ　経営開始型の交付期間（休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。）と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間（月単位）を交付期間（月単位）で除した値を乗じた額を返還しなければなりません。ただし、中間評価でＣ評価相当とされた者を除きます。
（6） 交付申請に関する証拠書類は、交付金の交付が完了した年度の終了の日の翌日から起算して5年間保管しなければなりません。
（7） 受給者は、法令の定めによるほか、興部町農業次世代人材投資事業（経営開始型）交付要領の定めに従わなければなりません。
